
令不□6年 1月 15日
保護者様

日光市立南原 小学校長  岡本  一穂

タブレット (IPad)使 用時のルールについて

学習 に役虫て るための道具 と して、 日光市よ リタプ レ ッ ト (IPad)が 賞与されて

いますので、 日光市教育委員会か ら「 使用する時のル ール」 が出 され、保護者の皆さ

まにはそれ に同意 して いただいて いる ことと思 しヽます。

しか し、最近「 使用する時のル ール 」 を守れていない場 面が見 られるよ うにな りま

した。そ こで、 このよ うな場合 につ いて、下記のような対応 をいた しますので ご協 力

をお願 い しヽた します。

1 好ま しくない使用の事例

(1)授 業中タブ レッ トを使う時に、決め られたこと以外 に使 う。

(2)タ ブ レッ トを使わない時 (授 業中や休み時間など)に 、使 う。

(3)学 習に関係ないウェプサイ トにアクセス している。 (YouTubeや ゲーム関係 )

(4)反 達のタブ レッ トを勝手に使 つた り、家庭で本人以外のき ょうだいや保護者の

方が使 つた りする。

(5)タ ブ レッ トに、学召活動などで許可 したもの以外のデータ (文 書、写真、動画

など)を保存する。

(6)カ メラで人を勝手に撮影する。

(7)ホ ーム画面の背景を変える、パ スコー ドを変更する、指紋認証にするなど,設
定を変更する。

※詳 しくは、別紙プ リン トをご覧 ください。

2 対応 につ いて

(1)1回 目は、正 しくな い使 しヽ方で あ る ことを児童 に伝 え ます。

(2)教 師の前で、 設定を戻させた り、 デ ータを消去させ た り します。

(事 例 (5)～ (7)の場合 )

(3)2回 目は、 もう一度ルールが守れ な い場合 はタブ レ ッ トを使 えな くなることを

保護者 に伝 えます。

(4)3回 目は、タブ レッ トを学校で預 か ります。

学習で使用 する場合 にのみ渡 し、使用後は回収 します。

保護 者の方 に「使用する時のル ール」 を會ることへ の同意書 を提出 して いた

だきます。

(5)規 定の 日数経過後、ル ール を守 る ことを約束 しタブ レ ッ トを返却 します。

(6)4回 日以 降は、 タブ レッ トを学校 で預か ります。

3 実施 につ いて

担任 を通 じて、児童 にはタブ レ ッ ト (IPad)使 用時のル ール をもう一度伝 えま

す。 ご家庭で も確認 をお願い します。

4 その他

タブ レ ッ ト用 のキ ーボ ー ドの無償保 障期間が 3月 末で終 了 します。故障させな いよ

うに、家庭で の利用 の しかた にも留意 させて ください。



小学生(I。 2年)用

タブレット(IPad)を つかうときのルール
今Ⅲ口年4周囲国
日光市教育委員会

タブレットは,みなさん が じょうずにべんきょうする ために
,

日光市教育委員会 で かしだしてぃるもの です。

日光市 の 珂ヽ学校 に かよう みなさんは,ルール を まもって

たいせつ に つかいましょう。

○ タブレットは,お っヾこう や いえ に つくまで ランドセル や バッグ からだしません。

○ おとさないように きをつけて,ていねいに もちはこびます。
EE

○ おちそうなところや,しS、 まれそうなところ に,おかないようにします。

○ あついもの の ちかくや,みずなどに ぬれそうなところ :こ ,おかないようにします。

① タブレットは,よいしせい で つかぃ,め を ちかづけすぎないように します。

○タルント韓がいじかんつかいつづけない
:Tし

ます。xOタブレットは,て を せいけつにして つかいます

○ おヾめんは,つよくおさず ゆび や タッチペンで やさしくさゎるように します。

Oゲームな4べんきょういがいで つかわないように します。

Oタ ブレットカ比 うごかなくなった など おかしいな と おもったら せんせい や いえのひと

:こ いいます。

籍

籍 → 斜

○ かヾめんわヾ われるなど, タブレットわヾ こわれてしまったらせんせい や tヽ えのひとに 彰ヽ

tヽ ます。
●

・

☆ がっこうで つかうときは せんせい の いうことを よく ききましょう。

☆ いえで つかうときは いえのひと の ヽ`うことを よく ききましょう。



小学生(3～ 6年)用

ア イ パ ッ ト

タブレッ

※学桜で食し畠すタブレットは,等智揺動のために穫う
ことが百おです。等

し
智に簡粽のない獣占を見たり,ゲー

ムをした
',す

ること:こ穫ってはtヽ 1す ません。

・登校中に,ラ ンドセルやバッグから出さないようにします。

・学桜でのタブレットの撚替は発生の指宗を歯き,良めら
れた場所に置 きます。

・撃智播勤でタブレットを穫ぅ時は,発型の指宗を商き,

決められたこと以外に使いません。

・タブレットにデータ (文書,写真,動画など)を係考す

る時は,等
し
誓鑑動などで先生が許可したものだけを

締 します。

・採みギ尚や放魏 に横う器は,晃坐の指宗を尚き,良め
られたこと以外に使いません。

・下校中に,ラ ンドセルやバッグから出さないようにします。

・家庭でのタブレッ トの標警は,豪の災が見ぇる場所に自

きます。

|。 目的

鴫す
2.学技で使消する日寺に注意すること

爵

3.象たで使用する時に注意すること

し  よ  う と を

卜(IPad)を使用する時のルール

今和園年4月盟国
日光市教育委員会

学醤偽蓉をよく理解し,自分の考えを深めたり法げたりするために,タナレう卜を上手に校って学習していき
ます。タブレットは警さんの学督に役立てるための便利な遭真です力、ミ配されることもたくさんあります。
そこ■ 百晃常荻普婆賞公では『タブレット(神れ)を梗精する時のルール』を決めました。

1百

晃祐の学秩に拍
う警さんは,このルールを等り,タブレットを「姜群 婆答」に横っていきましょう。

家庭に持ち帰った後,し っかりと充電しておきます。

家庭でタブレットを横う器は,積 ぅ博尚などを豪の災と
よく話し各います。

・タブレットにデータ僕讐,攣箕,罫芭など)を 標幣す
る時は,学校で先生が指示したものだけを標猪 します。

・家庭碑哀政外)では発1か ら指宗がぁった努盤で,蒙
の人に確諷 してインターネットにつなぎます。

。家庭のパソコンなどとタブレットは,つなぎません。

・家庭で使っているメールア ドレス,ア カウン ト,パスワ

ー ドなどは,タ ブレットでは使いません。

持ったまま走ったり,穫いながら移勇うしたり,地面に置

いたりしません。

机などの高いところから毒とさないように注意します。

上に重い物を義せたり,かばんの底に入れたりしません。

水のかかる場所や百晃が強く当たる場所,ス トーブなど

の近 くに置かないようにします。

タブレットの画面は,箸で触るようにします。スタイラ
スペンやタッチペンを使うこともできますが,鉢峯ゃボ
ールペンで触ったり,機活を付けたりすることはしませ
ん。

4.故障などさせないために注意すること

歯
碁
移



・タブレットの画面は,業 らかい布を使いきれいにします。
アルコールは絶舞に礎いません。

・タブレットを穫うときは,ょ ぃ姿勢で画面に日を近づけ
すぎないように気をつけます。

30碁程凌に I箇 は研歯から凸を羅 し,速 くの写
IЁ

を免

たり,わ ざとまばたきをしたりするなどして目を休ませ
,

長い時間使い続けないようにします。

・義るI時間前からはタブレットは使わないようにします。

・尊智 に曽粽ないウェブサイ トにはアクセスしません。

・セキュリティ対策アプリのおかげでアクセスできない

はずが,怪 しいウェブサィ トにアクセスしてしまった

場合は,す ぐに電源を切り,晃坐ゃ豪の人に伝えます。

・樫しいメッセージ(いつもは寝祟されないメッセージ)

が表祟されたら,そ のまま進めずに先生や家の人に伝え

ます。

※インターネットは正しく使えば, 学智を深めたり広げ
たり,生活を便利にすることができますが,寇榛なサイ
卜や間違った情報 もたくさんありま

す。いろいろな信祭 から工 しい1倍

'報

を判断 して使 うことができるように

しましょう。

タブレットを他人に食したり,杞丈のタブレットを使っ

たりしないようにします。

・アカウントやパスワードは杞大には教えず,g芥で費ぇ

♂
倉 エ

5.健康のために注意すること

6.安全のために注意すること

7.個人情報の扱い方

中

すれ

ておきます。

・♂芥や杞張の借入言曇 (鬼精,ぜ話,藍鵠 導,メ ール
アドレス,写真,鋪歯など)は ,イ ンターネット上
d説縛検ゃホームページ,ざΥぜゃメールなど)に &せ

ません。

・相手を榜つけたり,媒な思いをさせたりすることをイン
ターネット上 (掲示板やホームページ,SNSや メール

など)に書き込みません。

・ タブ レッ トを使 った学習内容や画像・勤毬 などを,

個人的に楽しむために,イ ンターネット上 (掲示板やホ

ームページ,ぜΥぜゃメールなど)に書き込んだり,製緒
したりしません。

・カメラで人や建物を撮影する時は,Xず子最影する相手や

場所の許可をもらいます。

。画面のアイコンの並び折や住色,智察の雷核や壇など夕
ブレットの表茫は,発とが詐寸したものだけを愛翼しま
す。

わからないメッセージ(いつもは装祟されないメッセー
ジ)が表示されたら,そ のまま進めずに先生や家の人に

伝えます。

故鐸國 団困日目,央 くしてしまったときは,す ぐに
発生侮桜)1逹縮します。

『 タブレッ ト(IPad)を 使用する時のルール』が守れない

時は, タブレットを使 うことができなくなります。

解爾
０
“
ｒ

傘
４

8.設定の変更

7.ネ更合ゃ故障がぁった韓

48談
葛

10.使 用の制限



階 用

タブレッ ト(IPad)を使用する時のルール

今和国年4月盟甍
日光市教育委員会

学習内容をよく理解し、自分の考えを深めたり広げたりするために、児童生徒 I人 I人がタブレットを上手に

活用して学習していきます。タブレットは学習に役立てるための便利な道具ですおヽ ′せ配されることもたくさん

あります。

そこで(日光市教育委員会では『 タブレット(iPod)を使用する時のルール』を定めました。児童生徒には発達
段階に庵じて別紙のとおり学校にて指導していきます力ヽ お子様がタブレットを持ち帰った際には、お子様と以

下の内容を共有し、タブレットを使用するときのルールに気を付けて使用してください。

I.目 的
・学校で貸 し出す タブ レッ トは、学習活動のために使 うことが 目的です。

2.学 校 で 使 用 す る 時 に 注 意 す る こ と
・登校 中に、 ラ ン ドセル、 か ばんやバ ッグか ら出 さな い よ うに します。
・学校 で の タブ レッ トの保 管 は先生の指示 に従 い、 決 め られ た場所 に置 きます。
・学習活動 で タブ レッ トを使 う時 は、先 生の指 示 に従 い認 め られ た こと以外 に使 い ませ ん。
・ タブ レッ トにデ ー タ (文 書、画像、動 画な ど)を 保 存 す る時 は、学習活動等 で先 生が許 可 した ものの

み を保 存 します。
・休 み時 間や放課後 に使 う時 は、 先生の指示 に従 い記 め られ た こと以外 に使 い ませ ん。

3.家 庭 で 使 用 す る 時 に 注 意 す る こ と
・下校 中 に、 か ばんやバ ッグか ら出さないよ うに します。
・家庭 で の タブ レッ トの保 管 は、 家の人が 目の届 く場 所 に置 きます。
・家庭 に持 ち帰 った後、 十分 に充電 してお きます。
・家庭 で タブ レッ トを使 う時 は、使 用時間な どを家の人 とよ く話 し合 い ます。
・ タブ レッ トにデ ー タ (文 書 、画像、動 画な ど)を 保 存 す る時 は、学校 で先 生が指 示 した もののみ を保

存 します。
・家庭 (学 校 外 )で の イ ン ターネ ッ ト接続 は、 家の人 に確 諷 し、先生か ら指 示 が あ った方法 で行 い ます。
・ 家庭 のパ ソコン等端 末 とタブ レッ トは、接続 しませ ん。
・家庭 で使 ってい るメール ア ドレス、 アカウ ン ト、 パ ス ワー ドな どは、 タブ レッ トで は使 い ませ ん。

4.故 障 な ど さ せ な い た め に 注 意 す る こ と
・持 った ままた った り、操 作 しなが ら移動 した り、地 面 に置いた りしませ ん。
・机 な どの 高い ところか ら落 とさないよ うに注意 します。
・上 に重 い物 を載 せ た り、 か ばんの底 に入れ た り しませ ん。
・水 の かか る場 所 や 日光 が強 く当た る場所、 ス トー ブ等 の近 くに置かないよ うに します。
・ タブ レッ トの画 面 は、指 で触 れ るよ うに します。ス タイ ラスペ ンや タッチペ ンを使 うこともで きます

が、鉛 筆 やボールペ ンで触 った り、磁石 を付 けた りす る ことは しませ ん。
・ タブ レッ トの画 面 は、 柔 らか い布 を使 い きれ い に します。 アル コールは絶 対 に使 い ませ ん。

5.健 康 の た め に注 意 す る こ と
・ タブ レッ トを使 う時 は、 よい姿勢 を保 ち、ピ百J面 に目を近づけす ぎないよ うに気 をつけます。
・ 30分 程度 に I回 は画面か ら目を離 し、遠 くの景色 を見た り、意識的にまばた きを した りするな どし

て 目を休 ませ、長時間使 い続 けないよ うに します。
・就寝 す る I時 間前か らは タブ レッ トの使用は控 えます。



6.安 全 の た め に 注 意 す る こ と
・学習 に関係 ないウェブサ ィ トにはア クセス しませ ん。
・ セキ ュ リテ ィ対策 ア プ リによ リア クセス制限が設 定 され てい るに も関わ らず、 不審 な ウ ェブサ イ ト

にア クセス して しまった場 合 は、 す ぐに電源 を切 り、 先 生や家 の人 に伝 えます。
・不審 な メ ッセージ (い つ もは表 示 されな いメ ッセージ)が表示 され た ら、その まま進 めず に先 生や家

の人 に伝 えます。

※イ ンターネ ッ トは工 しく使 えば、学習 を深 め た り広 げた り、生活 を便利 にす る こ とがで きますが、危
険 なサ イ トや間違 った情報 もた くさんあ ります。様 々な情報 か ら正 しい情報 を判断 して活 用で きるよ
うに しま しょう。

7.個 人 情 報 の 扱 い 方
・ タブ レッ トを他人に貸 した り、他人の タブ レッ トを使 った りしないよ うに します。
・アカウン トやパスワー ドは他人 には矢口らせず、 自分で覚 えてお きます。
・ 自分や他人の個人情報 (名 前、住所、電話番号、メールア ドレス、写真、動画等)は 、インターネ ッ

ト上 (掲 示板やホームページ、SNSや メール等)に 載せ ません。
・相手 を傷 つけた り、嫌 な思いをさせた りす ることをイ ンターネ ッ ト上 (掲 示板やホームページ、 SNS

やメール等)に 書 き込 み ません。
・ タブ レッ トを活用 した学習内容や画像・動 E百J等 を、個人的な使 用で、インターネ ッ ト上 (掲 示板 やホ

ームページ、SNSや メール等)に 書 き込んだ り、投稿 した りしません。
・カメラで人や建物 を撮影す る時 は、Xず撮影す る相手や場所の許可 をも らいます。

8.設 定 の 変 兎
・画面のアイコンの並び方や位置、背景の画像や色等 タブ レッ トの設定は、先生が許可 したもののみ変

更 します 。

9.不 具 合 や 故 障 が あ っ た 時
・わか らないメッセージ (い つもは表示されないメ ッセージ)が表示された ら、その まま進めずに先生

や家の人 に伝 えます。
・故 障 や 紛 失 して しまった ときは、 す ぐに先 生 (学 校 )|こ 連絡 します。

10.使 用 の 制 限
・『 タブ レッ ト(IPad)を 使 用す る時のルール』が守れない時 は、 タブ レッ トを使 うことがで きな くな り

ます。

タブレッ ト(iPod)の 使用に関する相談窓ロ

日光市立 由原小 学校 ICT教 育担 当  奮 26-|144

日光市教 育委 員会事務 局 学校教 育課 ICT教 育担 当

奮  21-5181

破擦 したとき


